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本人（申請者） 課長／ＳＬ 部長 人財部
①「在宅勤務適性チェックリスト」で自
己診断を行い、「在宅勤務申請書」を
課長／ＳＬに提出

②「在宅勤務適性チェックリスト」「在宅勤務申
請書」をもとに本人と面談。在宅勤務の可否を
確認する。

⑤「在宅勤務申請書」に
押印し、人財部まで提
出

③面談結果に基づき、部長とも相談の上、 終の可否
を判断する。
※必要に応じて人財部とも確認

④「課長／ＳＬコメント」欄に記入の上、結果を本
人にＦＢ。

⑥「在宅勤務申請書」を
確認の上、承認。

原本を返却。

申請～承認の流れ


